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契 約 管 財 課 

  

土地の無償譲渡について（新橋四丁目） 

 

１ 概要 

 環状第二号線と路線が重複した特別区道第１４号線、３８号線、４０号線及び４２号

線については、令和２年第１回港区議会定例会へ廃止に係る議案を提出し、議決の上、

廃止しました。 

 廃止した当該特別区道４路線に係る土地については、現状、普通財産として区が所有

していますが、東京都が管理する環状第二号線の道路敷となっています。 

道路を管理する上では、道路管理者と財産所有者は一致することが望ましいとされて

いることを踏まえ、東京都と協議した結果、当該土地を東京都に無償で譲渡することと

します。 

 

２ 土地の表示 

 所在（地番） 地積 備考 

１ 港区新橋四丁目９番２６ １６０.６１㎡ 旧特別区道第１４号線 

２ 港区新橋四丁目３８番２０ ３４３.６２㎡ 旧特別区道第３８号線 

３ 港区新橋四丁目４番９５ ６７.９９㎡ 旧特別区道第４０号線 

４ 港区新橋四丁目１番１３ ７６.４０㎡ 

旧特別区道第４２号線 
５ 港区新橋四丁目５番１４ ８４.１８㎡ 

６ 港区新橋四丁目９番２７ １０１.９１㎡ 

７ 港区新橋四丁目１３番２１ １０６.２８㎡ 

 

３ 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区立桜田公園 

本件土地 

この地図は、国土地理院の地理院地図を使用したものです。 
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４ 譲渡の相手方 

東京都 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年８月 無償譲渡に係る契約締結 


